
配食事業（食の自立支援サービス）
の縮小・廃止について

長寿介護課 介護予防係
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栄養改善型配食（その他の生活支援）

高齢者食の自立支援サービス

🔶目 的：栄養改善
🔶対象者：事業対象者、要支援１・２

訪問栄養指導（訪問型サービスC）

🔶目 的：栄養改善
🔶対象者：事業対象者、要支援１・２

栄養改善型配食を利用する
低栄養該当者

高齢者食の自立
支援サービス

令和４年７月～ 令和５年度～令和４年６月

🔶目 的：安否確認、食事の確保
🔶対象者：要介護１～５

ただし、継続の自立高齢者含む

（縮小及び廃止）

🔶令和５年度末（R6.3.31）をも

って廃止
🔶R５.４月から新規受付を中止

🔶同条件で継続

（運用変更）

🔶対象者要件を変更

（詳細は介護予防事業を参照）

🔶目的：安否確認

食事の確保
🔶対象者：高齢者

令和５年度の変更点について

要
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R5.4月

新規受付中止

R6.3月末

事業廃止

R.5.6月

利用者へ（継続手続＋

事業廃止の通知）

ケアマネジャーへ

自費利用や民間事業者

の情報提供

（利用者）

令和６年度以降の配食について
ケアマネジャーの協力のもと、

検討

●高齢者食の自立支援サービス 廃止に向けてのスケジュール

令和５年度令和４年度

R5.2月末

配食事業
者説明会

R５.3

中旬：包括

下旬：居宅



「視聴後アンケート」について

今後のより良い運営に活かすため、 「視聴後アンケート 」の

回答に、ご協力よろし くお願いします。 (〆切R５ . 4 . 3 0 )

重要

茨木市 健康医療部 長寿介護課


